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計画策定の目的

　建築物の安全性の向上を図るためには、確認検査制度を確実に実施し、建築規制の実効性を確保することが重要である。

　このためには、完了検査による検査済証交付率を向上させ、欠陥住宅問題などを含めた違反建築物の対策を充実することが急務である。
　また、良好な住環境や建築物の安全性を的確に確保していくためには、東京都、北区及び関係団体等が連携し、建築技術者及び区民を普及啓発していくことが、不可欠である。このためには、建築基準法の制度や申請手続き等を周知し、建築の主体である建築主、設計・施工及び工事監理を行う建築技術者等並びに行政それぞれの役割を明確にする必要がある。

　　「北区建築物安全安心実施計画」（以下、「実施計画」という。）は国、東京都における「建築物安全安心推進計画」および「東京都建築物安全安心実施計画」を受け、北区において実施する施策とそのスケジュールおよび連携体制等を具体的に定め、建築規制の実効性を確保するためのシステムを整備するものである。

実施計画の目標と実施期間

　建築基準法の手続き等の周知、工事監理の適正化、中間および完了検査の徹底、違反建築物対策の充実、建築物の適切な維持保全等により、建築物の適法性を確保することを目標として平成18年度までを実施期間とし、施策を推進する。

実施期間中の検査率の目標

　実施計画では、重点期間中の検査率の達成目標を定めることにより、施策推進に関する行政側の内部努力を徹底するとともに、広く区民に行政の姿勢を示すことを目的としている。

　数値目標については、区の執行体制と現在の検査率等を勘案し、目標設定の基本的な考え方を次のように定め、この基本的な考え方に沿って目標値を定めることとする。

推進すべき施策

（北区が主体となり、東京都および関係団体と連携して推進する施策とスケジュール）

1　工事監理業務の適正化とその徹底

（1）工事監理業務の適正化について

· 建築における工事監理の重要性、法的な必要性を区広報、建築課ホームページ等で広く区民や建築技術者にＰＲする。 

· 工事監理者の資格・地位等を確立するため、講習会を開催し、関係団体に啓発を働きかける。 

（2）建築基準法に基づく行政手続きによるチェックの徹底

· 確認済証交付の際、工事監理者が未選任の場合は、工事監理者選任届の用紙を確認の副本に添付し、さらに文書（封書）で建築主に督促し、届出の徹底を図る。 

· 工事監理者未選任で工事を行っている場合は、建築基準法第5条の4により建築主や工事関係者に対し指導を行う。 

· 検査申請書第4面の工事監理の状況及び建築工事施工計画報告書の記載内容を審査し、適正な工事監理の徹底を図る。 

· 検査の際、工事監理者の現場立ち会いを求め、工事監理者の責任を明確にする。 

· 工事監理者向け検査マニュアル（都作成）を活用し、工事監理のあり方等を併せて周知する。 

2　中間検査および完了検査の的確な実施

（1）確認検査体制の強化・充実 

· 適正な検査時期を把握するため、監察パトロール等他部署と検査実施係が連携し、検査執行体制を整備する。 

（2）中間検査および完了検査の的確な実施

ア.中間検査の的確な実施
　建築物の安全性の確保や違反建築物発生の防止に効果的な、中間検査制度の実効性を確保するため、建築技術者及び建築主等に対し普及啓発を行い、受検を促す。

· 確認済証交付時に副本に押印等で中間検査対象である旨の表示を行う。 

· 確認済証交付時に副本に中間検査手続きについての案内を行い、中間検査の受検を促す。 

· 確認済証交付時に副本に中間検査申請書用紙を添付する。 

· 中間検査の時期が来て、検査の申請のない工事について、電話等で督促する。 

· 中間検査に合格した建築物について、中間検査合格シールを現場確認済標識等に貼付し広告する。 

イ.完了検査の的確な実施
　完了検査受検の必要性をＰＲするとともに、建築主等に対し受検の督促を行う。

· 確認済証交付時に副本に完了検査手続きについての案内を行い、完了検査の受検を促す。 

· 確認済証交付時に副本に完了検査申請書用紙を添付する。 

· 完了予定日を過ぎて完了検査申請書が提出されていない物件に対し、建築主、施工者、工事監理者に対し、完了検査申請書を提出するよう督促する。 

· 検査受検の低い業者及び優良工事業者情報を収集整理し、活用方法を検討する。 

· 関係部署との協議を行い、助成制度と連携した検査済証添付の条件化を要請する。 

· 区内金融機関へ建築基準法の啓発及び建築融資に際し、検査済証添付の条件化を要望していく。 

· 区内宅建業界に対し、不動産取引の重要事項説明の中で、確認済証取得の有無を説明してもらうよう依頼する。 

3　違反建築物対策の総合的な推進等

（1）建築士の処分の強化及び適正な業務の確保

· 必要に応じ、警察との連絡調整協議を行い、告発を含めた連携体制の強化を図り、電気、ガス、水道供給業者に対しても協力を求める。 

· 建築行政、建設行政、不動産行政それぞれにおける処分対象者及び違反建築物関与者の情報を東京都及び他行政庁と共有し、処分の連携を図る。 

· 違反建築物関与者の情報を収集整理し台帳整備を行う。 

· 宅地建物取引協会及び不動産取引協会、また、建設業界に対する啓発を働きかける。 

（2）不適切な業務を行った建築士等のデータの整備

· 処分を受けた建築士等のデータ管理のため台帳整備を行う。 

· 東京都及び他行政庁と違反常習者についての情報交換を行う。 

（3）違反建築物摘発の強化

· 原則として、確認申請の提出された物件（住宅金融公庫は除く）及び民間確認機関の確認物件についてパトロールを行う。 

· 中間・完了検査受検対象建築物を把握し、未受検に対し指導をする。 

4　情報提供および連絡調整

（1）消費者に対する確認検査、工事監理等に関する情報の開示

· 新しい建築計画概要書閲覧等の体制を整備し、新たな閲覧制度に適切に対応する。 

（2）建築手続き等の広報・普及啓発

· 区広報、「建築のてびき」（北区建築課刊）、相談会、建築課ホームページ等により建築手続き、工事監理の必要性や内容、適切な契約の締結等に関する広報、普及啓発に努める。 

· 住宅の品質確保の促進・性能表示制度の活用を啓発する。 

計画のフォローアップ

　 実施計画を的確に実施し、建築物の安全性を確保するためには、北区はもとより、東京都及び他行政庁、関係団体と連携し、総合的かつ計画的に推進していく必要がある。このため、この実施計画に掲げる施策の実施については、より具体的な詳細事項を実施細目に定め、これに基づき施策を推進することにより、施策の円滑な推進を図ることとする。

